
○

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
年
金
給
付
等
積
立
金
の
運
用
）

（
年
金
給
付
等
積
立
金
の
運
用
）

第
百
三
十
六
条
の
三

年
金
給
付
等
積
立
金
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
運
用

第
百
三
十
六
条
の
三

年
金
給
付
等
積
立
金
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
運
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
つ
て
金
融
機
関
等
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
も
の

五

次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
つ
て
金
融
機
関
等
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
も
の

イ
〜
ホ

（
略
）

イ
〜
ホ

（
略
）

へ

運
用
方
法
を
特
定
す
る
信
託
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
運
用

へ

運
用
方
法
を
特
定
す
る
信
託
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
運
用

す
る
も
の

す
る
も
の

䑠

（
略
）

䑠

（
略
）

䑠

株
式
の
売
買
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
券
取
引
法

䑠

株
式
の
売
買
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
券
取
引
法

第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

も
の
（
株
式
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
変
動
と
一
致
す
る
よ
う
に
運

も
の
（
株
式
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
変
動
と
一
致
す
る
よ
う
に
運

用
す
る
も
の

用
す
る
も
の

䑠

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物

䑠

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
指
数
等
先
物

取
引
及
び
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（

取
引
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（

䑠
の
有
価
証
券
指
数
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る

䑠
の
有
価
証
券
指
数
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

。
）

䑠

（
略
）

䑠

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

－１８０－



（
掛
金
の
負
担
及
び
納
付
義
務
）

（
掛
金
の
負
担
及
び
納
付
義
務
）

第
百
三
十
九
条

（
略
）

第
百
三
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

設
立
事
業
所
の
事
業
主
は
、
基
金
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る

４

設
立
事
業
所
の
事
業
主
は
、
基
金
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
掛
金
を
金
銭
に
代
え
て
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規

と
こ
ろ
に
よ
り
、
掛
金
を
金
銭
に
代
え
て
証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規

定
す
る
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
す
る
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
百
四
十
一
条

第
八
十
三
条
、
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
規
定
は
、
掛

第
百
四
十
一
条

第
八
十
三
条
、
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
規
定
は
、
掛

金
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
第
八
十
六
条
か
ら
第

金
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
第
八
十
六
条
か
ら
第

八
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
掛
金
そ
の
他
こ
の
説
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ

八
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
掛
金
そ
の
他
こ
の
説
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「

第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「

社
会
保
険
庁
長
官
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
八
十
六
条
第
六
項
中
「
厚
生
大
臣
」

社
会
保
険
庁
長
官
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
八
十
六
条
第
六
項
中
「
厚
生
大
臣
」

と
あ
る
の
は
「
基
金
」
と
、
第
八
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

と
あ
る
の
は
「
基
金
」
と
、
第
八
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

「
保
険
料
額
」
と
あ
る
の
は
「
掛
金
又
は
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

「
保
険
料
額
」
と
あ
る
の
は
「
掛
金
又
は
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

徴
収
金
の
金
額
」
と
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

徴
収
金
の
金
額
」
と
、
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

中
「
保
険
料
」
と
あ
る
の
は
「
掛
金
又
は
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

中
「
保
険
料
」
と
あ
る
の
は
「
掛
金
又
は
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

徴
収
金
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
掛
金
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
中

徴
収
金
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
掛
金
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
三
条
第
二
項
中

「
納
付
し
た
保
険
料
額
」
と
あ
る
の
は
「
納
付
し
た
掛
金
（
証
券
取
引
法
（
昭

「
納
付
し
た
保
険
料
額
」
と
あ
る
の
は
「
納
付
し
た
掛
金
（
証
券
取
引
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
証
券
取
引
所

－１８１－



に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
で
納
付
し
た
掛
金
を
除
く
。
）
の
額
」
と
、
第
八
十

に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
で
納
付
し
た
掛
金
を
除
く
。
）
の
額
」
と
、
第
八
十

四
条
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
員
」
と
、
第
八
十
五
条
第
三
号
中

四
条
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
員
」
と
、
第
八
十
五
条
第
三
号
中

「
被
保
険
者
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
」
と
、
同

「
被
保
険
者
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
」
と
、
同

条
第
四
号
中
「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
で
あ
る
船
舶
」
と
、
前
条

条
第
四
号
中
「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
で
あ
る
船
舶
」
と
、
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
四
条
中
「
事
業
主
」
と

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
四
条
中
「
事
業
主
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
基
金
の
設
立
事
業
所
以
外
の
適
用
事
業
所
の
事
業
主
（
第
十

あ
る
の
は
「
当
該
基
金
の
設
立
事
業
所
以
外
の
適
用
事
業
所
の
事
業
主
（
第
十

条
第
二
項
の
同
意
を
し
た
事
業
主
を
含
む
。
）
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る

条
第
二
項
の
同
意
を
し
た
事
業
主
を
含
む
。
）
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
基
金
の
設
立
事
業
所
以
外
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
加
入
員

の
は
「
当
該
基
金
の
設
立
事
業
所
以
外
の
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
加
入
員

で
あ
る
被
保
険
者
」
と
、
第
八
十
五
条
第
三
号
中
「
被
保
険
者
の
使
用
さ
れ
る

で
あ
る
被
保
険
者
」
と
、
第
八
十
五
条
第
三
号
中
「
被
保
険
者
の
使
用
さ
れ
る

事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
以
外
の
事
業
所
」
と
、
同
条
第
四
号
中

事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
以
外
の
事
業
所
」
と
、
同
条
第
四
号
中

「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
以
外
の
船
舶
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替

「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
設
立
事
業
所
以
外
の
船
舶
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

－１８２－


